
落札 

仕事の内容などを提示して、 
入札に参加する企業を公募 

入 札 公 示  

国・地方自治体の事業 
工事、業務委託、サービス・物の調達など 

落札者の決定 
予定価格の範囲内で最も安い金額で 

入札をした企業が落札 

例えば・・・ 
県立体育館の耐震工事
を民間委託する場合 

工事内容、期限などを公
開して、県のホームペー
ジや広報などで公募し
ます。 

県が予定価格を420万円と計算していた場合 
D社は、430万円で予定価格をオーバーしているので
外され、一番低いのは、A社の400万円ということで・・・ 

D社 見積 仕様 

C社 
見積 
仕様 

B社 
見積 
仕様 

A社 

見積 

仕様 

日本労働組合総連合会 
URL  http://www.jtuc-rengo.or.jp

　連合は、様々な格差是正や底上げに取り組んでいます。 
　「公契約における適正な労働基準の確保」、「法定最低賃金の引き上げ」、「公正な企業間取引の実現」な
どを重要な取り組みとして位置づけています。 
 
　2008年、連合は、「公契約に関する連合見解と当面の取り組み」を確認しました。以後、国における公
契約基本法、地方自治体における公契約条例の制定などに取り組んできました。2009年に千葉県野田市
で公契約条例が制定されたのに続き、複数の地方自治体で公契約条例が制定されるなど、昨今、その取り
組みが実を結んでいます。 

　国や地方自治体（県市区町村）の事業（工事、サービス、物の調達など）を民間企業などに発注・委託
する際に結ぶ契約を公契約と言います。 

競争入札制度には2種類あります 
①一般競争入札 
　仕事・契約内容を公開して参加申込を募集し、
条件を満たす希望者すべての競争により契約者
を決める方式 
②指名競争入札 
　発注者側が指名した者のみの競争により契約者
を決める方式 

その他にも、随意契約といって、競争入札ではなく、
任意で決定した相手と契約する方式もあります。 

公契約基本法とは・・・ 

公契約の相手先決定基準 
として公正労働基準と 
労働関係法の遵守などを 
盛り込んだ基本法です。 

ILO94号条約とは・・・ 

公契約における労働条項に 

関する国際的な条約。 

すでに、60カ国で批准されて 

いますが、日本は未批准です。 

公契約条例とは・・・ 

受発注者の責任や公契約の下で 
働く人の適正な賃金水準、 

労働条件の確保を盛り込んだ条例。 
2009年、千葉県野田市で 
初めて制定されました。 

※予定価格とは・・・ 
その事業には 

どのくらいかかるかを 
あらかじめ国、地方自治体が 
積算し、設定している価格 

地方自治体に対して 

¡公契約基本法制定に向けた
国に対する意見書の採択 

¡公契約条例の制定 
（千葉県野田市、神奈川県川崎市、
東京都多摩市、神奈川県相模原市
で制定済み:2012年2月現在） 

国に対して 

¡公契約基本法の制定 

¡ILO94号条約の批准 

¡現行法・制度の整備 

連合の取り組み 

公契約とは？ 

　行政改革・規制緩和がすすみ、近年ではあらゆる部門にわたって民間委託が急増しています。そのため、
公契約はあらゆる事業が対象となります。例えば… 

　連合は、「公契約条例制定に関するＱ＆Ａ」と「公契約条例モデル（案）」を作成し、ホームページに掲載して
います。各地域の実情に合わせて、ご活用ください。 

公契約は私たちの生活に密着 

公契約条例をつくろう 公契約条例をつくろう 公契約条例をつくろう 

公契約の流れ 

入札 

400万円 

A社 A社 

入札に参加する
A～D社は、見積
もりや工事内容
を記載して、入
札します。 

入札参加企業 

430万円 

400万円 

410万円 

420万円 A社 A社 

B社 B社 

C社 C社 

D社 D社 

公契約を結ぶ相手は、談合防止等のため、 
多くの場合、競争入札で決定します。 
競争入札の仕組みは下図のとおりです。 

・・・・・・・・・ 

ココが 
公契約 
ココが 
公契約 
ココが 
公契約 

A社が落札者となり 
県と契約を結びます。 

　公契約の下で働く人の適正な賃金水準や労働条件を確保するための公正労働条項を盛り込んだ

公契約条例制定の機運が高まっています。 

病院の医療事務 建設業 保育園 施設のビルメンテナンス 

斎場 鉄骨・橋梁の工事メンテナンス 公共施設管理 国有林業 

水道メーター検針 介護・障がい者福祉施設 道路 上下水道などの工事・メンテナンス 

机、椅子など備品の購入 

情報管理 

ホームページの作成 印刷物の作成 自動車、バイクなどの購入 

制服、パソコンなどの資材の購入 など挙げればきりがありません。 
乗り合いバス ゴミ収集 学校給食 

「公契約条例制定に関するＱ＆Ａ」・「公契約条例モデル（案）」を作成 

連合の取り組み 

¡政府、自治体、政党、関係省庁や経営者団体

への要請、意見交換 

¡地方連合会で議員を含めた学習会の開催 

2012.2作成 
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競争入札をめぐる課題 

公契約の現状 

地域経済の発展につなげよう 

国・地方自治体 
厳しい財政状況 

民間企業 
落札価格下落による利益減少 

人材の確保困難、労災事故のリスク 

国民・住民 
事業・サービスの質の低下 
工事などの質の低下 

公契約の下で働く人 
落札失敗時の解雇 
賃金など労働条件悪化 
正規雇用から非正規雇用へ 
不十分な教育訓練・技術継承 
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国・地方自治体 
税収の増加 

社会保障費の低下 

公契約の下で働く人 
適正な労働条件の確保 
雇用の維持・安定 

国民・住民 
事業・サービスの質向上 
住民の福祉向上 

民間企業 
適正な利益の確保、優秀な人材の確保 
後継者不足の解消、技術・技能の伝承 

　競争入札では、厳しい財政状況にある国や地方自治体の発注量が減少し、小さくなったパイを獲得するために安
値競争が激化した結果、落札価格の下落が続いています。過当競争は、事業やサービスの質の低下と、公契約の下
で働く人の賃金・労働条件の悪化をもたらしています。また、賃金・労働条件の悪化は、予定価格の下落につながり、
さらなる安値競争による落札価格の下落、事業やサービスの質の低下を招くという、悪循環が生じています。 

　公契約に基づく事業やサービスの質を向上させ、地域経済の健全な発展を図ることこそが、公契約条例制定
の目的です。この目的を達成する手段として、公契約の下で働く人の雇用や労働条件の維持・向上が欠かせま
せん。また、雇用・労働政策以外にも、例えば、災害時協定、地域産資材の使用、地元企業の活用などを公契
約の相手方決定の基準とすることにより、住民の福祉向上につながる様々な政策実現に公契約を活用できます。 

保育士 

建設業 建設業 

建設業新人 

建設業新人 

保育士 

受発注者の責任や公契約の下で 
働く人の適正な賃金水準、労働条件 
の確保を盛り込んだ 

公契約条例の制定 

競争入札の際、価格だけではなく、 
技術力など多様な要素を総合的に 
評価し、最高得点者を落札者とする 

総合評価方式の導入 

　国土交通省では、毎年、公共工事で働く人の賃金を調査し、それを基に都道府県、職種ごと
に8時間あたりの金額（設計労務単価）を設定しています。 
　国、地方自治体が公共事業を発注する際の予定価格を決める基準としていますが、設計労務単
価は、年々下がってきており、公共工事で働く人の賃金が低下を続けています。 
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出所：国土交通省「公共事業労務費調査・公共工事設計労務単価」 

（円） 公共工事設計労務単価・51職種全国平均の推移 

※2007年度までは、50職種（2008年からは交通誘導員を廃止し、交通誘導員AとBを新設） 
※公共工事の工事費の積算に用いるためのもので、下請契約などにおける労務単価を拘束するものではない 
※時間外、休日及び深夜の労働についての割増賃金、各職種の通常の作業条件または、作業内容を超えた労働に対する手当などは
含まれていない 

2004年度 2005年度 2006年度 2007年度 2008年度 2009年度 2010年度 

17,700

17,376
17,262

17,154

16,726 16,726

16,479

1日（8時間）あたり賃金 普通作業員 
（人力による土砂の掘削など） 

軽作業員 
（軽易な清掃、散水など） 

とび工 
（高所・中空での足場の組立など） 

鉄筋工 
（鉄筋の加工組立など） 

運転手（特殊） 
（重機械3トン以上のブルドーザー
の運転操作など） 

運転手（一般） 
（資機材の運搬のための運転など） 

職種の一例です 

例えば・・・ 東京都の特殊作業員 
（3トン未満のブルドーザーの運転・
操作）8時間で17,200円 

　公契約を締結する相手方を決める際、価格以外
にも次のような要素を評価項目として導入してい
る地方自治体もあります。 

　一般競争入札の本格導入が市区町村でも過半数に達しており、安値競争の激化は
市区町村レベルまで広がってきています。  
　総合評価方式については、試行導入は増えてきました。一方、本格導入は、政令指
定都市でも過半数に満たず、市区町村にいたっては約7%にすぎません。安値競争に
歯止めをかけるには不十分です。 

　どのような要素を評価項目とするのか、各評価
項目に対してどのように点数配分をするのかは、地
方自治体の裁量に委ねられています。たとえ、評価
項目に公正労働基準が掲げられていても、価格等
その他の評価項目で高得点を得ることができれば、
労働条件に配慮しない事業者でも落札することが
できます。 
　したがって、総合評価方式の導入に加え、公契約
条例の制定が必要なのです。 

総合評価方式の評価項目の例 

○地域産資材の使用の有無 
○市内在住の職員数 
○市内の主たる営業所の有無 
○地元企業の活用（下請け発注）度合い 
○除雪作業への協力の有無 
○男女平等参画への取り組みの有無 
○障がい者雇用への取り組みの有無 

年々低下する公共工事で働く人の賃金 

総合評価方式の導入状況 

出所：国土交通省、総務省、財務省「入札契約適正化法に基づく実施状況調査の結果について」 
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一般競争入札の 
本格導入 総合評価方式の 

本格導入 
総合評価方式の 
試行導入 

長く勤められると、
子どもの個性がわ
かるわ！ 

新人への技術指導で
安全性向上。 

賃金が低いため、
職員の入れ替わり
が激しく、子どもに
も悪影響が出てし
まう。 

財政難で新規採用
ができず、技術を伝
えられない。 

安定した雇用で結
婚など将来につい
て考えられるよう
になった。 

安定した収入で社会保険
料を払えるようになった。 


